
絹市議会に樟憲線の再発行・配布の摘　　緋
現在、安倍政権は「自民党改悪草案」に沿って、第9条をはじめとする療法の

根本的な改定をめざしていますが、現憲法の両者を比較し考えるためにも、市内

の全家庭に憲法条文を掲載した『憲法』が備えてあれば便利です。

幸い、今から44年も前に、旧原町市は市の公費でく右＞のような『憲法』小

冊子を発行し、当時の市内全12，（X氾戸に配布した経緯があります。そこで、市

内の4つの「九条の会」（はらまう・鹿島・小高・相双教職員九条の会）では、3

月の南相馬市議会に叩裔法・小冊子』を再発行し、南相馬市全戸に配布するよう

革める陳情書」を提出を準備中です。皆様のこ協力をよろしくお願いいたします。
1卯1（昭和46）年旧原町市が公費で発行したF憲法」小冊子紗

毎年、市の新成人に、この－憲法』復刻版を手配りしています。
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○南相馬市は復興計画の基本方針に原子力に依存しない安心・安全をまちづくりを掲げ、3月議会で

全国初のく騰腰発揮市貴書＞の協議が進んでいます。○昨年6月98、両相馬市議会は自衛隊員
を守るためr集団的自衛権の行使を野馳しないよう政府に求める意見書」を全会一致で可決していま
す。福島第一原発の事故で悲惨な状況に追い込まれている市ならではのことです。（会報仙241）
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自民党改憲 を考える．蟹の⑧　買主が元首Jに等る！≫

12月、事務局に原町区の80歳の会員Mさんから、こんな電話がありました。
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▲20柑年12月、傘寿を

迎えた天皇と皇后陛下

r平成の現在の天皇軋いつも国民のことを患い、平和を廣って憲法

を大切に考えていて嬉しく思っています。特に昨年（2013年）12月23

日傘寿の誕生日に発表された言葉※に、私は大変感動しています。

戦争を本当に嫌い、安倍首相が平和憲法を蔑ろにしていることを、暗
に批判しているんじゃないか。自民党が改憲して、天皇を戦前のよう

な「元首」にして「天皇中心の国家」にしようとしていますが、現在

の天皇は全く息かなことと考えられているんじゃないかなあ。美智子
皇后も、五日市憲法に関心をもたれ護憲の考えが強いと思いますよ。」

※20柑年12月の言葉とは　○（卒寿の80年で）展も印象に残った出来事は先の戦争。前途
に夢を持った多くの人々が若くして命を失ったことは本当に痛ましい。

0（皇室の立場と活動は）憲法の条項を順守し、天皇としての活動を律している。だ飢国政
に関与するのか判断するのか難しい場合があり、宮内庁長官らの意見を聴くことにしている。

以上のような二度の電話でしたが、つまりr現天皇は現在の憲法を遵守され、＃自民党改

憲案〝のような元首制など全く望んでいないはずだ」ということを、訴えられています。
「天皇」の在り方について、現蓉法とく自民党改砦等案＞の「天皇」の章を比べてみると…

0現く憲法＞では　　0＜自民党改憲草案＞では
天皇はr日本の象軌　　　　天皇はr日本の元首」

解一車　夫皇

帝一条〔天象の地位q国民主権〕
天皇は、日本国の象徴であり日本
観民統合の象徴であって、この地
位は、主権の存する日本国民の肱

意に基く。

第二免〔皇位の隠承〕皇位は、世
張のものであって、国会の鵠決し
た皇婁典範の定めるところによ

れ、これを磯承する。

第三粂〔天皇の国事行剃こ対する

内閣の助言と承認〕天皇の国事に
関するすべての紆剃二は、内閣の
助言と承認を必要とし、内閣が、
その東任を負ふ。

第四粂〔大息の権能の限界、大息
の国事行為の委任〕（む　天皇は、
この寂法の定める国訓こ関する行

為のみを行ひ、国政に関する権能
を宿しない。

⑧　東泉は、法律の定めるところ
により、その国事に関する行為を
重任することができる。

第一車　夫塵

第一条　天皇は、日本国の元首で
あり、日本国及び日本国民統合の

象徴で垂三三、豊里地位は、主権
の存する日本国民の故意【rこ基づ
く。

空塵垂と
第二粂　息位は、世襲のもので塾

ヱ三、国会の譲決した皇室典範の
盗めるところにより、これを継承
する。
（国旗及び飼散）

第三条

は君が代とする
本国民は

適量と
箭四条　元号は、
ころにより、

法律の定めると

皇位の継承があった
ときに制定する。

（天皇の権能）

第五農　夫亀は、この旛法に定め

る国華に関する行為旦詮ヒ、国政書
に関する権能を有しない。　　　r
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●しかし、＜自民党改
では、まずく前文＞で
畠を戴く国費」
皇中心の

謳と

案革帯
r
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定規と家国

＞
天
天
ま

す。r天皇は日本国の元首j＜
第1条＞（元首とは対外的に国
を代表するもの）と明記し、天
皇を積極的に政治的な存在に変
えようとしています。
●さらに、r国旗は日章旗とし、
国費は君が代とする」＜第3条
＞とし、その尊重を強制。r元
号」＜第4秦＞まで明記し、ま
るで戦前に回帰し、歴史に逆行
する保守的な復古調むき出しの
時代錯誤の内容です。
●国旗、国歌、元号などは法律
で定めるべきで、憲法で日章旗
とか君が代まで規定し、癌法と
はそもそも何なのかが分かって
いないことを等量してい章す。


